
 

 

 

 

 

 

 

第９回委員会（H14.3.30 開催）資料２－２ 
 

 

 

 

本資料は第 9回委員会（14.3.30 開催）に提出された、淀川部会の中間とり

まとめ資料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川水系流域委員会 
第 12 回琵琶湖部会（H14.4.7） 

資料 1-3 



 1 

 
淀川部会の中間とりまとめ状況 

 

・現在、下記のスケジュールでとりまとめを進める予定です。 

・Ｐ３以降の中間とりまとめ（案）は、部会および作業部会の検討内容について報告するた

めの、途中の段階のものです。部会長の確認前の内容であり、部会や作業部会で審議され、

合意された（案）ではありません。 

 

＜これまでの中間とりまとめの検討経緯＞ 

２／５   第１２回部会で、中間とりまとめの進め方、作業部会メンバーを決定 

２／１２  第１回作業部会 

２／２３  第２回作業部会 

３／１   第３回作業部会 

３／１４  第１３回部会にて、作業部会から検討経過を部会に報告、その後意見交換。 

～３／２５ 各委員から中間とりまとめ案についての意見を募集  

 

＜今後のスケジュール＞ 

４／１   ３／３０委員会議論をもとに、作業部会にて本とりまとめ案を修正 

４／５   第１４回部会にて最終的な議論を行う。 

～４／１０  部会での議論を受けて修正 

４／１１  合同勉強会にて発表し、委員会および他部会委員より意見を頂く。 

 ４／１２～ 合同勉強会での議論や部会委員からの意見を受けて修正し、最終とりまとめ

を行う。 
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※このお知らせは委員の皆様に主な決定事項などの会議の結果を迅速にお知らせするため、

庶務から発信させて頂くものです。審議の主な内容については「結果概要」を、発言の詳 

細については「議事録」を参照下さい。 
 

第 13 回淀川部会（2002.3.14 開催）結果報告 2002.3.26 庶務発信 

開催日時：２００２年３月１４日（金） １５：００～１９：００ 

場  所：大阪会館 Ａホール 

１ 決定事項  

・資料 2「淀川部会中間とりまとめ（案）」について、修正、追加等の提案がある場合に

は、3月 25 日（月）までに庶務宛に提出する。 

  

２ 審議の概要 
  
①第 8回委員会（2002.2.21 開催）の報告 

  資料 1-1「第 8 回委員会結果概要」、1-2「第 8 回委員会 資料 2」を用いて、庶務よ

り委員会の中間とりまとめ（案）と意見交換の概略について報告が行われた。 
 
②淀川部会中間とりまとめ（案）に関する意見交換 

資料 2「淀川部会中間とりまとめ（案）：作業部会報告」について庶務より説明が行わ

れた後、主に、淀川流域各河川の特性・現状・問題点、河川整備における考え方、計画

推進の考え方、計画策定にあたっての留意点等について意見交換が行われた。 

 
 ③一般からの意見聴取 
  一般傍聴者 5名から、中間とりまとめ（案）については「河川敷利用に関する現状認

識」「土地利用制限の具体的内容の提示」「淀川の特性」等について発言が、また、ダム

に関しては「利水を目的としたダム建設の必要性」「ダム等の撤去方法の検討」「住民の

要望も反映した議論の必要性」について発言があった。 

 

 ④今後の部会の進め方等について 

 作業部会にて、本日の議論及び各委員から提出される意見を反映させ、第 9回委員会

（3/30 開催）にて中間とりまとめ（案）を報告する。その結果を受け、次回の淀川部会

では、最終のとりまとめに向けた議論を行う。 
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４ 淀川流域の現状と課題 

 

４－１ 淀川部会で取り扱う範囲 

   ・瀬田川・宇治川／木津川／桂川／淀川本川 

   ・これらの河川と密接にかかわる流入河川 

   ・都市、森林、農地等河川に影響があると考えられる流域全体 

 

４－２ 淀川それぞれの水系における現状と課題 

 

１ 特性 

 淀川本川をはじめとする各河川の特性を、次頁表に「地勢的特性」「歴史的特性」「社会的

特性」「環境的特性」「文化的特性」の視点でまとめている。 

 

２ 課題・問題点 

 淀川本川をはじめとする各河川についての課題・問題点を、次次頁表に「全体」「治水面」

「利水面」「利用面」「環境面」の分野別にまとめている。 



 5 

淀川の特性 

◆淀川の特性：人と川との長い歴史と文化を育んできた河川。他の河川との全く違う独特な河川 

 地勢的特性 歴史的特性 社会的特性 環境的特性 文化的特性 

淀川流域全体 ・琵琶湖という大湖沼と一体となった河

川 

・気候、地形等が異なる川が集まってお

り、出水に季節差、時間差がある 

・大阪湾への連続性 

・南郷洗堰による水位調整 

・古代湖琵琶湖 

・上下流問題 

・日本の川づくりのパイオニア 

・都が長期間存在、古墳 

・河口部で大都市を還流する稀な大河川 

・日本の社会経済文化を支えてきた地域 

・産業、人口の一大集積地。縦横に張り

巡らされた交通網、人口密集地、地下

街を抱える 

・固有種の存在 

・堤外地の樹林 

 

・水に関連する祭り 

・ 歴史・文化・芸術的価値のある景観

（欄干、橋梁など） 

・ 水と暮らしの長いかかわり（古代か

ら） 

 

木津川 ・狭窄部(岩倉峡) 

・砂河川、土砂流出が多い 

・平常時流量、過去最大流量 

・高山ダム、布目ダム、比奈知ダム、

青蓮寺ダム、室生ダム 

・伊賀の歴史・文化(芭蕉等) 

・舟運 

・上流域の都市開発の急速な進展 

・漁業    

・上流から汚れている 

・オオサンショウウオ 

・ダム群の存在 

・河畔林 

 

・中部の文化圏との混在 

・漁業権 

瀬田川、宇治川 ・鹿跳の狭窄部、大峡谷 

・勾配が少ない 

・平常時流量、過去最大流量 

・天ヶ瀬ダム、瀬田川洗堰 

・巨椋池の干拓 

・軍事的要衝(宇治橋)、戦跡 

・土砂災害 

・洗堰、天ヶ瀬ダム、大戸川 

・漁業 

・横断方向の不連続 

・ ヨシ原の存在（向島地区） 

・ 京 都 市 石 田 処 理 場 ( 排 水 量

0,78t/s)、京都府洛南浄化センター

(1.5t/s)等などから京都市、京都府

の下水が大量に流入 

・世界遺産 

・平等院(高床構造) 

・名橋（観月橋） 

・漁業権 

桂川 ・狭窄部(保津峡) 

・急峻な渓谷  

・平常時流量、過去最大流量 

・日吉ダム 

・古くからの灌漑 

・角倉了以の大堰川浚渫 

・農業との結びつき（多数の堰、農業用

水等） 

・漁業 

・多数の堰の存在 

・京都市鳥羽処理場(排水量 8.21t/s)、

京都府洛西浄化センター(1.5t/s)等

などから京都市、京都府の下水が大量

に流入 

・アユモドキが棲息できる環境 

・桂離宮 

・漁業権 

 

淀川本川 ・高度に都市化された地区 

・瀬田洗堰や天ヶ瀬ダムなどにより水位

が管理され流量の変動が少ない、渇水

流量が豊富 

・汽水域(河口～淀川大堰)、湛水域（枚

方大堰～枚方大橋）、流水域（枚方大

橋～三川合流点） 

・平常時流量、過去最大流量 

・淀川大堰 

・古くから舟運、水路 

・水害の歴史 

・大和川の付け替え 

・上水、工水、農水、発電の供給源 

・河川敷公園利用者が多い 

・上流部に大都市京都を抱え、鴨川など

で流域として密接なつながりがある。 

・ヨシ原の存在(鵜殿、豊里、中津地区) 

・干潟、ワンドの存在 

・イタセンパラが棲息できる環境 

・ 左岸に６カ所、右岸に３カ所の上水

取水口が存在。 

 

・文学の素材 

・八百八橋 
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淀川各河川の問題点 

 全体的課題 治水 利水 利用 環境 

淀川流域全体 ・河川行政が分断されており、総合

的な視野で河川管理を行うシス

テムになっていない。 

・川、水に対する人々の意識の低下 

・川の自然と触れ合う機会の低下 

・ 経済性、採算性への配慮が欠けて

いる（不要な公共事業の抑制） 

・ 行政の財政難 

・ 生活様式の変容 

・ 河川整備と土地利用との整合が

とれていない 

・ 地域の危険度が認知できていな

い 

・流域の都市化の進展(人口・資産

の増加)に伴う人的・物的被害の

増大 

・水路として洪水を早く海に流す管

理のあり方 

・堤防直近の宅地化が急激に進んだ 

・脆弱な堤防の存在、上流部に依然

として堤防未整備区間（堤防がな

い、高さが不十分等）がある。 

・狭窄部における上下流問題を抱え

ている。（桂川保津峡、木津川岩

倉峡） 

・氾濫時に下流都市部の地下街への

浸水の危険がある。 

・ 河川の改修、改善に関する制約

が多い（用地確保難、ダムの適

地が少ない） 

・ 水防組織の弱体化、高齢者 

・ 防災意識の低下 

 

・過大な水需要を前提とした水資源

開発は、環境保全、経済性の考慮

などの現状にそぐわない。 

・農業用水の取水実態など、流域全

体の水需給状況が不明確 

・水需要予測の根拠の曖昧さ。予測

の論拠が不明確。事業者の要望を

積み上げて水資源開発計画を進

めている。 

・水資源の限界、人々の節水行動、

節水技術を想定せずに需要追従

の予測している 

・水需給について総合的に調整、判

断できるシステムになっていな

い。 

・ 水資源の限界、節水を意識しな

い「水を使いたいだけ使う」水

利用 

・ 地球環境問題の影響、近年の少

雨傾向などによる水の供給能力

の不安定化の懸念 
 
 

・過度の都市的利用による川本来の

機能の低下（生き物の住む場所の

減少） 

・泳げない、遊べない川の形・水質 

・不法占有、不法耕作 

・ 河川敷の人工的利用が進展 

 

・自然の減少 

・外来種の増加 

・河道掘削・河川形状固定により、

低水路と高水敷に完全に分離・固

定され、自然に変動する水際・水

辺が減少し、淀川固有の生態系が

失われつつある。 

・依然として水質が悪い。特に底質

が悪い。 

・河川敷のゴルフ場、運動場等の利

用が進み、河川としての自然が失

われている。 

・河川内の縦方向が不連続（堰等で

分断されている）であり、魚類・

水棲動物の上流への遡上が阻ま

れている。 

 

 

木津川 
・多数のダムの存在（土砂供給等の

問題） 

・強度の低い砂堤防の存在 

・狭窄部の問題（上下流問題） 

・上流部での水質汚濁が進行  ・上流域での水質汚濁が進行 

・ダム、堰等で連続性が阻害 

瀬田川・宇治川 
・木津川のバックウォーターの影響

等 

・流下能力最小地点が存在  ・観光（平等院等）と治水の問題 ・魚の遡上、流下についての琵琶湖

との不連続 

桂川 

・狭窄部の問題（上下流問題）  ・農業用水の需要の見直し ・観光（嵐山、保津川下り等）と治

水の問題 

・不法占拠、不法工作物、不法耕作

が多い 

 

淀川本川 

（３川合流地点以下） 

・流路の固定化 

・河床低下 

・地下街等への対応 ・繰り返し利用の問題 ・河川敷の都市的利用が増加 ・陸域化、不連続化 
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治水の考え方（対策）

・土地利用の制限

・危険地からの移転を可能とする
法制度の整備

・新たな水防体制の構築（河川
レンジャー等）

・ハザードマップの整備・活用

・避難体制の充実強化

・新規立地の制限

ソフト

（非施設対応）

・施設（ダム、堰・・・・）の撤去、改
善、新設

・遊水池の整備（遊水地機能を
もった都市公園等）

・現状の堤防の強化

・スーパー堤防化

・ダムの運用の見直し

・土地の買い上げ等による遊水
池の確保

ハード

（施設対応）

次いで

（長期的、従来の方法に加えて）

まず行うべき

（当面）

＜対策の考え方＞ 

 対策の考え方は「まず行うべき」当面の対策と「次いで」行う長期的従来の方法に加える

べき対策に分けて以下のように整理した。 

 

・ まず行うべき対策としては、ハード面では破堤回避のための現状の堤防の強化を行う。ま

た、時間のかかるスーパー堤防化についても順次進めていく。また、基本的な考え方の転

換を反映したダムの運用の見直しや浸水の危険性の高い低平地の買い上げによる遊水池

の確保などの施策を取り組み始める。ソフト面では、浸水対策の充実などのために新たな

水防体制の構築に加え、ハザードマップによる周知や避難体制の充実などの平常時からの

危機対応を行う 

・ 次いで、河川の中の施設（ダム、堰等）の撤去や改善、必要な箇所には新設を行っていく。

また、都市機能と一体となった遊水池の整備（遊水池機能をもった都市公園等）なども行

っていく。また、都市計画と整合のとれた河川整備を進めていくため、土地利用の制限と

それに関連する法制度の整備などを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高潮 

（４）地震・津波 

（５）土砂災害 
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５－３ 環境 

＜基本的な考え方＞ 

・ これまでに損なわれてきた本来の川らしい環境を回復する。「水質・水量・土砂量」の

適正化によって、生物・生態系の多様性が確保された、原体験・原風景が得られる川、

飲める水・安全な水・泳げる川をめざす。 

・ 自然の回復においては、「自然が自ら再生できる状態を造る」ことが重要であり、地域

や状況によってはそれを人が手伝うことも必要である。 

 

（１）水質・水量・土砂量 

①流入対策・排水対策 

・農業排水、生活排水、下水の排水対策が重要であり、流域全体で対応を検討すべき。 

・農業（農薬）の問題は流域で考える。 

②自然のリズム、生態系に配慮した水位変動 

・ ダムの運用の見直し 

・ 高水敷きの切り下げなど河川形状による工夫 

 

（２）河川の連続性の確保 

・ 縦断方向、横断方向の河川環境の連続性を確保する。森～湖沼・川～海（大阪湾）の連

続化をはかる。 

・ 海のことを十分意識した環境対策（汚濁物質、有害物質を大量に流す洪水時の水質改

善：森林保全、農薬使用抑制、流域での浸透の促進）を行う。 

・ 魚道の設置、ダム・堰堤の改善を行う。 

 

（３）淀川固有の生態系の維持、回復 

・琵琶湖・淀川に特有の生態系と多様性を維持、回復する。 

・漁業固有の生態系に十分配慮して行う。 

・本来の河川が持っていた浅瀬の復活などにより、外来種が繁殖しやすい河川環境を改善

する。 

 

（４）親しみやすい川、学べる川 

・川へのアプローチを改善し、親しむ機会をつくる 

・自己責任に基づく体験学習の仕組みをつくる（川の怖さを知るなど）。 

 

（５）景観の保全 

・ 河川らしい景観の復活・創造を進める。 

・ 河畔林については、景観の保全の面だけでなく、治水への影響（堤外地の河畔林は洪

水へ影響がある場合には切る、竹林は越水に対して流速を減少させる等）、生物の生息
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域・回廊など多様な意味合いを考えて整備の方向を考える。 

 

（６）河川モニタリングの継続 

・研究者、市民団体、住民が参加してモニタリングする仕組みづくり 

・川の管理、監視を日常的に担う人（河川レンジャーなど）をつくる 

 

（７）環境教育の推進 

・環境学習の機会がもてるシステムの構築 
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空間利用の考え方

�河川空間利用の考え方は以下のとおり。

基本方針

川本来の機能を発揮す
る状態に戻す。

●グランド、ゴルフ場は提内地に確保するよう努力する。
●河川敷を①保全区域、②自然に親しむ区域（ある程度手を入
れる）、③生態環境の復元、にゾーニングして管理する。
●河川敷の独占的使用を制限する。
●グランドは自然公園に変換し、保全地域と自然と親しむ場と
する）

河川敷利用

・水の流れが創り出す環境を生
かさないとできないことを川です
る。
・人のことに関しては代替が可能
である。

●河畔林を復活させ、地域住民が自然と親しむ場とする。（か
つての文禄堤）

河畔林

●泳げ、遊べる川を目指す
●水上バイク
・自由使用の原則があるが法改正の要望もある。
・ゾーニング（上水道の取水口は避ける、淀川大堰より下流に）
・利用団体との協議
●舟運・災害時対応、建材等の物流手段
・観光であれば河口～平等院くらいまでとする。
●漁業・遊魚
・本来の生態系の機能を高め、川の恵みを未来に伝えていくこ
とを基本に、漁業・遊魚の振興や開発事業に伴う保障を行う

水面利用

（２）利用 

＜基本的な考え方＞ 

これまでの無秩序で際限の無い河川利用が、川本来の機能を弱体化させてしまったこと

を踏まえ、今後は、「川本来の機能を発揮できる状態に戻す」を基本に、河川環境を活かさ

ないとできないことを、川を利用して行うこととする。 
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整備計画推進の考え方（河川レンジャーの創設）

�ソフト的治水対策の一環として、河川の管理の担い手として「河川レンジャー」体制構築を提唱する。

河川レンジャー
毎日、川を見て、
川を守る川の味方

水防団組織と連携し、流域住民自らによるソフト治
水対策を推進する。河川流域のコミュニティ形成・
河川学習の核の一つとなる。

(1)水防支援
(2)環境監視（水質、生態系、安全）、調査支援（水
質サンプルの採取等）
(3)川に学ぶ指導者
(4)行政、住民との仲介的役割、インタープリータ

地域の若者、
第１線をリタイアした人
NPO等

一定の研修を経て、資格として認定し、権限を付与
する。
給与・控除・社会的名誉等のメリットを与える。
基金・保険制度を拡充する。

目的

役割

対象例

資格・制度

６．計画策定、推進のあり方 

 

（１）計画策定にあたって 

①住民意見の反映 

②地域の歴史、文化的特性の反映 

③事業の進め方 

④維持管理まで含めた整備のあり方の検討 

⑤流域全域を含んだ計画策定、推進 

 

 

（２）計画推進にあたって 

①流域管理のあり方 

○流域センターの設立 

○流域管理委員会 

○河川レンジャーの創設 

  治水、環境保全、適正な河川利用促進のために、河川管理の担い手として権限を有す

る「河川レンジャー」の創設を提案する。 
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②情報の共有とパートナーシップ 

・ 住民が持っている情報、知識の活用 

・ 情報や意見が行政へ届く仕組みの検討 

 

③実施結果のフォローアップ、見直しと順応的管理 

・進捗チェックリスト 

 

④河川に関する意識改革、教育 

・川に学ぶ機会の創設 

 


